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指 摘 事 項 措 置 状 況 

＜全体共通＞ 

①総務課から提出された「物品一覧」には、

「物品名称」の項目において、明らかに

無形固定資産と推測される物品名があ

ります。そして、各部署から提出された

定期監査調書の「５．備品台帳に関する

事項」には、該当する物品名が全部署に

おいて記載されておりません。しかし、

「物品一覧」の全ては貸借対照表の有形

固定資産（物品）として計上されている

ものであり、現時点では有形固定資産と

各部署の記載総計とは不一致の状態で

す。今後、貸借対照表の有形固定資産の

内容と定期監査調書とは、別物扱いとす

るのかどうかを検討されたい。 

 

②定期監査調書の「５．備品台帳に関する

事項」について、多くの部署で、総務課

より提示いただいた資料（物品一覧）と、

物品購入年月日や購入金額等に差異が

みられますので、全面的に見直しを実施

されたい。 

 

 

＜各 課 別＞ 

〇総務課 

①安全衛生委員会への産業医の出席につ

いて、出席回数（年間）が少ない状況が

続いています。労働基準法に照らして

も、産業医は安全衛生委員会の一役を担

うとともに職員の健康保持推進の観点

からも欠かせない役割があります。 

 そこで、産業医の報酬に関し、多忙極ま

りない医師に安全衛生委員会への出席

＜全体共通＞ 

①備品台帳との不一致解消に向けて、改

めて有形固定資産等を整理してまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②データ整理し、内容に差異がないよう

全体的に見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

＜各 課 別＞ 

 

①医師会とも協議し、安全衛生委員会が

適正に機能するよう努めてまいりま

す。 
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を促す対応策として、出席の際には別途

費用弁償を支給するなども含めた対応

を検討されたい。 

 

②ＤＸ推進の一環として、各部署等に設置

されていた例規集を撤収し、当初４７冊

あった例規集が１２冊までに削減でき

ていることは評価に値します。 

 

③職員の年齢別構成表（定年延長関係書

類、１０歳刻み）を提示していただきま

したが、組織が存続していく中では、年

齢構成比は採用から退職までの新陳代

謝がスムーズに行われることを確認す

るための指標であり、それは長期的かつ

安定的な組織運営に直結する重要な要

素です。したがって、より詳細な年齢別

構成表を作成し、備考欄には保有する資

格や特技などの特記事項を記載して、職

員採用や人材育成等に活用されること

を推奨します。 

 

〇危機情報管理課 

板野東部青少年育成センター組合の決算

状況について、令和６年度は歳入（分担金

及び負担金等）29,796 千円、歳出 24,771

千円で、繰越金が 5,025 千円となっていま

す。当該組合の規模（歳入額）に対する繰

越金の額が過大であると判断されますの

で、令和８年度の予算策定に当たっては十

分考慮されたい。 

 

〇住民課 

支援措置（ＤＶ、ストーカー行為、虐待

などから被害者を保護する制度）につい

 

 

 

 

②今後も経費節減に向け、取り組んでま

いります。 

 

 

 

③詳細な年齢別構成表の作成等を行い、

適正な人事管理に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る令和 7 年 9 月 30 日に行われた板

野東部青少年育成センター組合の決算

審査時にも組合監査委員に同様のこと

を指摘されておりますので、令和 8年度

の予算編成においては考慮してまいり

ます。 

 

 

 

 

今後も、ＤＶ被害等による支援措置対

象者の住民票等の誤交付等を防止し、支
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て、最近のニュース報道で誤って住民票等

を発行してしまった事件を聞くことがあ

ります。北島町において、そのような事故

が発生しないように歯止めができている

かどうかを確認しました。その結果、支援

措置対象者の住民票等を発行しようとす

ると、パソコン上に赤色表示で警告が発せ

られることが確認できました。 

 

〇保育所 

令和５年１２月議会で可決されました

「北島町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正」

に関して第７条の２が新設され、「安全計

画の策定等」が義務付けられました。令和

６年度は未策定でしたが、今年度、厚生労

働省のガイドラインに沿って新たに「安全

計画」を策定され、現在の管理運営の状態

を漏れなく上手にまとめられていること

を高評価します。 

 今後は、機会を捉えて保護者との連携と

共有が図られるように、「安全計画」に基

づく取り組みの内容等について、保護者に

対して周知を進めていただきたい。 

 

〇子育て支援課 

令和７年４月１日付で子育て支援課に、

「こども家庭センター」が設置されまし

た。徳島県１６町村内では現時点で６町の

みの設置状況であり、重層的支援体制整備

事業と同様に、先行的に業務が展開されて

いることを高評価します。こども家庭セン

ターでは、母子保健と児童福祉の双方の機

能を一体的に運営するものであり、人員配

置基準に沿って必要な専門職の方も配置

援措置対象者の個人的権利の保護に努

めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和７年度に「安全計画」を策定いた

しました。今後は、年度初めの保護者会

総会や、コドモンを通じて発信している

毎月の保育所だよりなどで「安全計画」

に基づく取組内容等について周知して

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月１日付でこども家庭セ

ンターを設置し、国庫補助金も拡充され

ます。こども家庭センターには、保健師

や公認心理師等の専門職員を配置して

おり、母子保健と児童福祉が一体的に妊

産婦や子育て家庭への相談支援を行い、

早期から切れ目のない包括的で継続的

な支援を実施してまいります。 

 



指 摘 事 項 措 置 状 況 

されており、これにより全ての妊産婦、子

育て世帯、こどもへの切れ目のない支援を

行うことがこれまで以上に期待されます。

また歳入面においては、資格人材の配置等

により、国庫補助金も大幅に拡充されてい

ます。 

 

〇税務課 

例年、税務課から滞納整理機構に１５件

の地方税の徴収を依頼しています。 

令和７年度の移管滞納額は 5,822 千円で、

前年比３６％の大幅な減少となっていま

す。この滞納額の減少傾向が、ここ最近の

収納率の向上に連動しているものと推察

されます。今後も徴収業務への取り組みの

強化に期待します。 

参考）移管滞納額 

R3：13,417 千円  R4：12,726 千円  

R5：10,860 千円   R6：9,130 千円 

 

 

〇水道課 

例年、水道事業会計の決算状況を町報に

て公開されていますが、「内容が詳細すぎ

て、読者は要点を十分理解されていないの

では」と、昨年度の定期監査で指摘をいた

しました。今年度の町報では、様式を１ペ

ージに取りまとめ、文章中のデータを表形

式（業務量）に変更し、また損益計算書も

円グラフ化されており、非常に理解しやす

い内容に改善されたことを評価します。 

 

〇健康保険課 

①重層的支援体制整備事業移行準備事業

について、社会福祉法第１０６条の４に

 

 

 

 

 

 

 

 

公正・公平な賦課徴収業務に取り組

み、安定的な町税収入の確保と税行政に

対する信頼性の更なる向上に努めてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、分かりやすい決算状況の公表

に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①令和８年度より本格稼働となり各課

の連携が必要不可欠となります。 
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基づき、北島町が令和５年度より徳島県

内において、先行的に移行準備事業を開

始されています。そして、「参加支援事

業」「地域づくり事業」「アウトリーチ

等を通じた継続的支援事業」の３事業を

地元ＮＰＯ法人と連携を取りながら、ま

ちコラボレーションの発足や、地元企業

とボランティア団体との連携づくりな

ど、移行準備事業が順調に進捗している

ものと推察されます。また、総務省が主

催する会議（中国四国ブロック）におい

て、「災害時の外国人支援について」と

題し関係者による発表も実施され、地域

の協力体制も確実に整備されているも

のと伺えました。令和８年度より、重層

的支援体制整備事業が本格稼働するこ

とになりますので、これまで以上に連携

体制の充実と事業展開を期待します。 

 

②保険者機能強化推進交付金・介護保険保

険者努力支援交付金について、交付金額

が令和３年度は総額 7,307 千円でした

が、令和６年度は総額 3,583 千円と半減

した状況となっています。平成３０年度

より開始された交付金制度ですが、当初

よりほとんどの年度で、評価点が全国平

均を下回っており、県内順位も２１位と

なっています。今後の対応については、

費用対効果も考慮しながら、目標として

評価点が少なくとも全国平均以上とな

るように取り組みを強化されたい。 

 

〇給食センター 

平成元年に建築された給食センターは、

建物や施設等の老朽化が著しく進行して

各課と連携体制を十分に整え、円滑に

事業を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②現在、交付金額の県内順位は２１位で

あり評価点も全国平均に比べ、下回っ

ている状況です。 

事業内容や、成果の整理・講評作業等

が十分であったか検証し、費用対効果

も考慮しながらまずは全国平均以上

の評価を目指して取組を強化してま

いります。 

 

 

 

 

 

 

建替が予定されておりますが、それま

では機能を維持していく必要があり機



指 摘 事 項 措 置 状 況 

いるため、令和１０年度を目途に建て替え

計画が策定中であることから、当面の間、

高額な修繕工事や設備投資等を実施され

る場合は、給食センターの完成予定時期を

見据えて十分検討し、施設の整備を進めら

れたい。 

 

〇教育委員会事務局 

小学校・中学校・中央公園・北公園等に

おいて、遊具保守点検委託料が発生してい

ます。令和７年度の点検結果では、北公園

の４連ツリーブランコ及び北島北小学校

の４人用ブランコにおいて、使用不可の機

能判定が出されたことに対して、直ちに使

用を停止し、修繕工事を実施されていま

す。こどもの遊具については、安全に対す

る特段の配慮が必須であり、クイックレス

ポンス対応ができていました。 

 

〇図書館・創世ホール 

雑誌・新聞等閲覧コーナーの照度につい

て、図書館の照度基準（ＪＩＳ照度基準の

推奨照度）によると、図書閲覧室の照度は、

５００ルクス以上が必要となっています。

現地にて閲覧コーナーの照度を実際に測

定していただいた結果、３００ルクスの状

態でした。現在、２０２７年末の蛍光ラン

プ製造・輸入廃止に伴い、ＬＥＤ照明への

切り替えを計画されていますが、雑誌・新

聞等閲覧コーナーの照度については５０

０ルクス以上を確保できるように、またそ

の他のコーナーでもその箇所の必要照度

を確保できるように、改修工事を進められ

ることを要請します。 

 

能停止とならないように、精査して維持

修繕に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

今後も、施設の利用者の安全確保を第

一とし、各施設の定期点検を実施しなが

ら、それぞれの状況を的確に把握したう

え、必要に応じて修繕等の対策を迅速に

行うよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 令和７年９月末に設計を終え、現在、

令和 7年度中に LED照明器具改修に着工

できるよう準備を進めております。 

 図書閲覧室をはじめ、他の場所につい

ても必要な照度の確保に努めてまいり

ます。 
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〇クリーンセンター 

①し尿処理業者が出納室で購入された投

入券（3,000 円/枚）のナンバーと、クリ

ーンセンターにてし尿処理業者から回

収された投入券のナンバーが照合でき

ているかどうかを確認しました。その結

果、し尿処理業者ごとに投入券ナンバー

を記載した一覧表で照合ができていま

した。今回、不正防止の観点から事務処

理方式を変更したことにより、不正予防

が一歩前進したものと思われます。 

 

②地域下水処理場に関して、令和７年度末

前後には公共下水道への切り替えによ

り当該下水処理場の廃止が計画されて

いました。しかし、第７処理分区汚水幹

線管渠築造工事の工事内容の変更に伴

い、切り替えの時期が令和８年度秋期ま

で延期となりました。したがって、当該

施設の運転期間が延長されることから、

下水処理場の維持管理については、高額

な修繕工事は控え、日常的な監視を強化

されて突発的なトラブルの未然防止に

極力努めていただきたい。 

 

〇下水道課 

 例年、公共下水道事業会計の決算状況を

町報にて公表されていますが、「内容が詳

細すぎて、読者は要点を十分理解されてい

ないのでは」と、昨年度の定期監査で指摘

していました。今年度の町報では水道課と

同様に、様式を１ページに取りまとめ、文

章中のデータを表形式（業務量）に変更し、

また損益計算書も円グラフ化されており、

非常に理解しやすい内容に改善されたこ

 

①引き続き、ナンバー照合を行い不正防

止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域下水処理場廃止を見据え、経費を

抑えつつ、安定的な運転に努めてまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、わかりやすい決算状況の公表

に努めてまいります。 
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とを評価します。 

 

〇清掃センター 

 定期監査調書の資料として「ごみ焼却施

設補修工事」「焼却施設機器点検整備」「ク

レーン整備工事」の５か年事業計画を提示

いただきましたが、７月の決算審査時に提

出された事業計画（１６項目の補修・点検

整備）の内、実際に補修工事等を実施され

たのは、６項目の設備のみとなっていま

す。これほど事業計画と実施工事の内容に

差異が生じると、予算をはじめ施設整備計

画や安定的な操業に支障をきたすおそれ

があると推察されます。今後、５か年事業

計画の策定に当たっては、十分精査のう

え、少しでも精度の高い事業計画となるよ

うに要請します。 

 

〇議会事務局・監査委員事務局 

 議会費の｢使用料及び賃借料｣として、議

員 NAVI Basic 使用料が発生しています。

議員の方々の利用については、低調な状況

にとどまっていますので、繰り返し議員の

方々にＰＲをされたい。 

 

 

〇現地視察 

北島中学校の定期監査の実施 

北島中学校における財務・運営管理及び

財産管理状況について、あらかじめ提出し

ていただいた資料を中心に、最近の社会情

勢も踏まえて質疑応答をすることで監査

を実施させていただきました。結果としま

して、様々な事象の発生リスクに対する

 

 

 

清掃センターの焼却施設は老朽化が

著しく、突発的な故障箇所への対応等に

より５か年事業計画の策定時とは相違

が生じております。突発的に補修した工

事を既計画に反映させ、現状に沿った補

修計画に更新し、今後の予算措置に反映

してまいります。 

 また、ごみの焼却について、徳島市と

の協定も調い、現施設の使用期間が決ま

りました。令和８年度予算に精密機能検

査の予算を計上しており、その結果も踏

まえたうえで、焼却炉を廃炉するまでの

期間の精度の高い事業計画を作成いた

します。 

 

 

 令和７年１２月９日の全員協議会に

おいて、全議員にご案内いたしました。

議員 NAVI Basic は、情報量の豊富な議

員のための Web マガジンでありますの

で、繰り返しご案内してまいります。 
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「危機管理マニュアル」を策定し、コンプ

ライアンス等の研修も開催しており、また

校内労働安全衛生についても、推進委員会

を設置し記録も整備されて学校全体の運

営が整然と順調に回っているものと認識

しました。 

 

（改善・検討事項） 

①教員の働き方改革の一環として、時間外

在校時間の削減が喫緊の重要課題とな

っており、北島中学校でも１か月当たり

の平均時間外在校時間が４５時間を超

える月が多い状態となっております。監

査聴取によりますと、スクールサポート

スタッフの支援業務（現行３時間／日）

は、教員が行う事務作業の支援や教育活

動に係る事務補助等の支援に、実質的か

つ効率的に機能しているとのことです。

したがって、前述の課題の一方策として

スクールサポートスタッフの時間延長

又はスタッフの増員をすることで、在校

時間削減の効果も期待できますので、前

向きに検討されたい。 

 

②国際交流研修事業について、２０年以上

にわたり北島町の中学生たちがホーム

ステイや文化交流を通じて、世界を学び

広い視野を育んできました。そして、事

業の準備には、教育委員会事務局・中学

生・委託業者と綿密な打合せや検討会、

練習等を重ねられて実施されたと伺い

ました。しかし、その一連の準備や交流

スケジュール等については、学校側には

情報が伝わっていない（蚊帳の外）と推

察されます。今後、この国際交流研修事

 

 

 

 

 

 

 

①教員の時間外在校等時間の削減は喫

緊の課題ですので、スクールサポート

スタッフによる支援と共に、あらゆる

業務に対して様々な角度から改善を

図っていくよう模索し、学校現場との

情報共有を十分に取って、各種制度を

活用しながら進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②国際交流研修事業は、これまで町が運

営主体となり事業の方針、訪問する国

や受け入れしていただく学校などに

ついて、数々の会議を重ねながら実施

してまいりました。事業を進める中で

学校長には出発間近の結団式に出席

いただき生徒を激励していただいて

おりましたが、教員の方々には働き方

改革の点を考慮し当事業に関する一

連の連絡は取っていませんでした。次

回からは学校に対しても情報提供を



指 摘 事 項 措 置 状 況 

業の実施に当たっては、それらの情報・

動向等について学校側とも連携を密に

することにより、派遣された中学生の帰

国後の行動に関して、先生方が指導を行

う上で手助けにもなるものと思われま

すので、情報の共有化を要望します。 

 

行い、事業が更に効果的に運用できる

よう連携を取りながら進めてまいり

ます。  

 


